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  個人リースに関する広告で、「月々定額」と月々の額のみを強調して表示しながら、実際には

ボーナス払いが必要である旨や、リース終了（返却）時に残価の精算が必要である等の終了時の

条件の表示がないもの、また、それらが明瞭に表示されていないものが、未だに見受けられます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際にはボーナス払いが必要であるにもかかわらず、「月々定額」と、あたかも強調表示され

た月々の支払額のみでリースできるかのように、また、実際にはリース終了（返却）時に精算が

必要な場合があるにもかかわらず、走行距離に制限がなく、車両に損傷等が発生した場合でも無

条件で返却できるかのように誤認されることがないよう、以下の事項を月々の支払額に近接した

箇所に明瞭に表示して下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＦＴＣ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

個人リースに関する広告を行う際の留意点 
～ ボーナス払いが必要なのに月々の支払額のみの表示は問題となります ～ 

①リースであること ②頭金の額 ③リース料金の支払回数及び支払期間、その他必要な費用 

 ④残価設定の場合、リース終了時の条件（車両返却時の残価の精算等） 

※リース料金を表示する場合も、消費税を含めたリース料金を表示すること 

＜必要表示事項＞公正競争規約第３条第５項、施行規則第６条、第９条 

この件に関するお問い合わせは・・・ 

一般社団法人 自動車公正取引協議会 四輪車業務部まで 
ＴＥＬ．０３－５５１１－２１１１  ＦＡＸ．０３－５５１１－２１１２ 

問題となる 
表示例 

正しい 
表示例 


